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町からの 

 町有地（沙留西町地区）売払いのお知らせ   

沙留西町地区町有地の土地につきまして下記のとおり公募をいたしますので、下記申込条件

を満たす購入希望者は建設課住宅管財係までお問い合わせください。 

◎売払い場所 興部町字沙留 446 番地の 6 外 1 筆   合計 14,690.01 ㎡ 

〇申 込 条 件 町内に住所を有する 1 次産業に携わる事業者。 

※町税等を滞納している方および投機的転売を目的とする方は申込みできません。 

〇売払い方法 希望者が重複した場合は、入札により決定いたします。 

◎申 込 期 限 １１月２７日（月曜日） ※期日厳守 

〇売払い物件  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■お問合せ・申込 建設課 住宅管財係 ℡８２－２１６６ 

「興部町子育てガイドブック」発行・配布のお知らせ   

興部町で安心して妊娠期を過ごし、子育てをしていただけるよう、妊娠・子育て情報やそれ

に関連する行政情報などをわかりやすくまとめた『興部町子育てガイドブック』を発行いたし

ました。 

妊婦さんがいる世帯・小学校入学前のお子様がいる世帯には、興部町福祉保健総合センター

「きらり」より郵送させていただいております。 

小学生以上のお子様がいる世帯の方は、各小学校に置かせていただいておりますので、担当

の先生までお声掛けいただくか、以下に記載する施設の窓口にてお受け取りください。上記に

当てはまる方以外の方で、本ガイドブックを希望される方に関しましても、以下に記載する施

設の窓口にてお受け取りください。 

また、スマホや PC などから本ガイドブックをご覧いただける『電子版興部町子育てガイド

ブック』もご用意しております。電子版は興部町公式ホームページより、もしくは以下の QR

コードよりご覧ください。 

＜設置場所＞ 

・興部町福祉保健総合センター「きらり」 健康推進係  

・興部町役場 住民課  

・中央公民館  

・沙留公民館  

・興部町立図書館 

■お問合せ 福祉保健課 健康推進係 ℡８２－４１７０ 

 ４年ぶり！令和５年度興部高等学校開放講座開催のお知らせ！   

4 年ぶりに興部高等学校開放講座を開催します！今年度は、①「草木染体験」②「オホーツ

ク地域の伝統的な文様をあしらったコースター作り」を行います。当日は高校の先生が講師、

生徒がサポーターでお手伝いをしてくれます。この機会に是非、ご参加ください。皆様のお申

込み、お待ちしております！ 

◎日  時 ①１２月 ７日（木曜日）18：30～19：30 

       ②１２月１４日（木曜日）    〃      

〇場  所 北海道興部高等学校 

〇対  象 町民（小中学生は保護者同伴）、町内通勤者、高校 PTA 等 

〇講  師 北海道興部高等学校 荒谷 祐子 先生 

〇参 加 料 無料 

〇定  員 １０名 

◎申込期間 １２月４日（月曜日） 

〇申 込 先 教育委員会 社会教育課 社会教育係（℡８２―２５５２） 

■お問合せ 北海道興部高等学校 ℡８２－２３１６ 

お知らせ  
 

合　　　計 14,690.01㎡ 4,443.72坪

14,445,000円

売払い金額

14,445,000円

興部町字沙留446番地の6

地　　　番

14,454.89㎡ 4,372.60坪

面　　　　積

興部町字沙留450番地の6 235.12㎡ 71.12坪



町からのお知らせ １１月中間号 －2－ 

 広域紋別病院精神科巡回診療について   

 ・診療日時 １２月６日（水曜日） １４：００～ 

 ・場  所 きらり 診察室 

 ・予約受付 月曜日～金曜日   ９：００～１７：００（診療日の前週金曜日までに予約） 

■お問合せ・予約 広域紋別病院 ℡０１５８－２８－６６１０ 

 ゴミの出し方を再確認！（分別のルールを守りましょう）  

先月中間号で「ゴミ不分別参考事例」を掲載しゴミの注意喚起と正しい排出をお願いしたと

ころですが、あまりにも悪質なゴミの排出が続くことから地区をピックアップして住民の方々

に「適切なゴミの分別」と「ゴミの排出責任を自覚」してもらうため、お知らせするものです。 

※ゴミの回収は中身の確認をしながら回収をしておりますので不分別の場合は回収いたしませ

ん。よって、各自治会および周りの住民の方々にご迷惑がかかりますので一人ひとりが気を

付けたゴミ出しをお願いいたします。 

≪ゴミ不分別事例≫ 

事例１）泉町ゴミステーション（公営住宅付近） 

  ■容器包装ゴミ袋・燃えるゴミ袋・燃やさないゴミ袋 → それぞれ分別がされていない 
ものが大量に排出（ゴミステーションに他のゴミが入らない状況） 

【分別方法】 
・燃やすゴミ（赤色）とは、金属を含まない通常燃えるもののほか、「汚れがとれない
プラ容器」「リサイクル表示のないプラ」が燃やすゴミです。 

・燃やさないゴミ（緑色）とは、金属類・ガラスコップ・陶器類・複合（金属を含むプ
ラ）などです。ガラスコップのほか、割れた容器のビンは対象となりますが、割れて
いない容器のビンは資源ゴミのため、容器包装ゴミ（無色）となります。 

・容器包装ゴミ（無色）には、３種類の分別が必要です。①キレイにした「ビン・ペッ

トボトル」のみで分別したもの、②「その他のプラスチック」で食べた容器類をキレ

イにしたプラのみで分別したもの、③「その他の紙類」で空箱・紙袋・包装紙のみで

分別したものとなります。 

泉町公営住宅付近のゴミステーション 

 ※分別されていない大量のゴミを片付ける町内会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事例２）栄町ゴミステーション（公営住宅付近） 

  ■容器包装ゴミ袋（無色）→「ペットボトル・ビン類」にアルミ・スチール缶の混入、「

その他プラスチック類」に食べた容器等のほか、汚れた容器およびアルミ・スチール缶

（金属類）の混入と、ペットボトルやビン容器に中身が入ったままの物を排出！ 

【分別方法】アルミ・スチール缶は、透明な自由な袋で排出し、汚れが取れないペットボ

トル、容器類は燃やすゴミ袋（赤色）で排出。ペットボトル・ビンの中身が入っている

ものは、中身を捨て洗浄し、指定したゴミ袋で排出しましょう。 

■燃やすゴミ袋（赤色）→「燃えるゴミ類」に金属類を入れて排出。 

  【分別方法】金属類は、燃やさないゴミ袋（緑色）で排出しましょう。 

  ■燃やさないゴミ袋（緑色）→「ガラス・陶器類・小型家電・金属類」に蛍光管を排出。 

【分別方法】蛍光管は、有害ゴミ袋（薄青色）で排出しましょう。 

栄町公営住宅付近のゴミステーション 

 

 

 

 

 

 

 

≪お願い≫ 
分別がわからない場合は、町が配布している「ごみ分別と排出の仕方ガイドブック」を参照

し、判断がつかない場合については、役場住民課住民活動・環境係へお問合せください。 

≪注意事項≫ 
◆町が指定するゴミ袋以外（他町村）は使用できません。 

◆ビン・ペットボトルを指定袋に入れていないものは、回収できません。 

◆「容器包装ごみ（無色透明）」の分類は３種類に分かれます。 
①商品を使い終わったプラゴミ（汚れをきれいにしたもの。汚れが落ちないものについて
は、赤袋の燃やすごみに捨ててください。） 

②ペットボトルとビン（容器の中をきれいにしたもの。） 
③その他紙類（お菓子等の空箱、紙袋、包装紙など） 

※ジュースなどのスチール缶またはアルミ缶は資源ゴミとなりますので、容器をきれいにした

ものを町が指定しない透明な袋で排出してください。 

■お問合せ 住民課 住民活動・環境係 ℡８２－２１６４ 

※燃やすゴミに金属類   

※町指定袋以外のゴミ袋 ※商品を使い終わった容器と一緒にカン・ビンが混入 



町からのお知らせ １１月中間号 －3－ 

「特設人権心配ごと相談所」の開設のお知らせ   

毎年１２月４日から１０日までの期間を「人権週間」としています。 

この週間にちなんで、紋別人権擁護委員協議会と旭川地方法務局紋別支局では、次の日程で

｢特設人権心配ごと相談所｣を開設し、人権擁護委員が相談をお受けします。 

 いじめ・体罰、家庭問題、近隣関係のいざこざなど、身近な法律問題や人権問題等、日頃悩

んでいることや困っていることを、お気軽にご相談下さい。 

 相談は無料で、秘密は固く守られます。 

 ◎と き   １２月４日（月曜日）１３：００～１５：００ 

         （予約制ではありませんので、直接お越し下さい。） 

○ところ   興部町中央公民館 託児室 

｢わたしたちの街の人権擁護委員です｣ 

田 中 啓 一 

日 下 理 恵 

渡 辺 慈 晴 

■お問合せ 旭川地方法務局 紋別支局    ℡０１５８－２３－２５２１ 

      興部町役場 住民課 戸籍年金係 ℡０１５８－８２－２１６４ 

 ヘルスアップ教室（参加費無料）のお知らせ   

健康づくりに関心があり、運動実践を希望される方ならどなたでも参加できます。 

運動・栄養の実践学習を通し、ご自身の生活習慣を振り返りながら日々の健康づくりの 

工夫点を見つけてみませんか？ 

◎日 時 第 1 回 １２月 ７日（木曜日） １０：３０～１２：００ 

      第 2 回 １２月２１日（木曜日） １０：００～１２：００ 

      第 3 回  1 月１７日（水曜日） １０：３０～１２：００ 

      第 4 回  ２月 １日（木曜日） １０：３０～１２：００ 

〇場 所 福祉保健総合センターきらり 会議室・健診室 

〇内 容 運動講師による健康講話・運動実践 

簡易測定（体組成計計測、血管年齢測定） 

※血管年齢測定は第 2 回のみ実施となります。 

〇講 師 一般社団法人 地域ウエルネス・ネット フィットネスアドバイザー 

〇定 員 各２０名（予約制。定員になり次第締切） 

◎締 切 各開催日の前日まで 

〇持ち物 タオル・飲み物（各自ご持参下さい） 

■お問合せ 福祉保健課 健康推進係 ℡８２－４１７０ 

「北朝鮮人権侵害問題啓発パネル展」のお知らせ   

我が国では、平成１８年６月に「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に

関する法律」が施行され、国民の間に広く拉致問題など関心と認識を深めるため、毎年１２月

１０日から１６日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」としています。 

 紋別人権擁護委員協議会および旭川地方法務局紋別支局では、北朝鮮人権侵害問題啓発週間

における取組としてパネル展を実施します。 

 ◎と き １２月４日（月曜日）１３：００ ～ １２月１０日（日曜日）２１：００まで 

○ところ 興部町中央公民館 ロビー 

■お問合せ 旭川地方法務局 紋別支局 ℡０１５８－２３－２５２１ 

 元気はつらつ体操教室のお知らせ   

目的別に応じた運動講師の実践指導を行います。「いつまでも健康でいきいき」を目標に、 

一緒に楽しく運動実践してみませんか？ 

◎日にち・会場 

１回目：令和５年１２月 ５日（火曜日） 福祉保健総合センター「きらり」 

         １２月 ６日（水曜日） 沙留公民館 

２回目：    １２月１９日（火曜日） 福祉保健総合センター「きらり」 

            １２月２０日（水曜日） 沙留公民館              

３回目：令和６年 １月３０日（火曜日） 福祉保健総合センター「きらり」 

         １月３１日（水曜日） 沙留公民館  

４回目：     ２月１４日（水曜日） 福祉保健総合センター「きらり」 

         ２月１５日（木曜日） 沙留公民館               

〇時 間 １３：３０～１５：００ 

〇対 象 おおむね６５歳以上の方 

※教室内容に関心のある方は年齢を問わずどなたでも参加可能です。 

〇内 容 健康ミニ講話・運動実践・体力測定(下肢筋力やバランス能力等の測定ができます)  

１回目＜正しい姿勢を保つための運動＞ 

２回目＜膝痛・腰痛予防改善するための運動＞ 

３回目＜年末年始にゆるんだ体と脳を活性化させるための運動＞  

４回目＜骨折・転倒予防のための運動＞    

〇講 師 一般社団法人 地域ウエルネス・ネット フィットネスアドバイザー 

〇参加費 無料 

〇定 員 各２０名（予約制。定員になり次第締切） 

◎締 切 １１月３０日（木曜日） 

〇持ち物 タオル・飲み物・運動用の靴（沙留会場は外履きとなりますが、必要な方は運動

用の靴に履き替えをお願いします。） 

■お問合せ 福祉保健課 健康推進係 ℡８２－４１７０ 



町からのお知らせ １１月中間号 －4－ 

 移動献血車運行のお知らせ   

 下記の日程で移動献血車が町内各所を運行します。血液を必要とする方々を救うために、 

ぜひ、多くの皆様のご協力をお願いいたします。 

【運行日程】 

１１月２９日（水曜日） 

 網走開発建設部興部道路事務所   ９：００～ ９：２０ 

西部森林室            ９：４０～１０：００ 

興部町役場           １０：２０～１２：００ 

１１月３０日（木曜日） 

興部警察署            ９：００～ ９：５０ 

北オホーツク農業協同組合    １０：２０～１１：１０ 

雪印メグミルク（株）興部工場  １１：４０～１２：３０ 

福祉保健総合センターきらり   １４：００～１５：００ 

沙留漁業協同組合        １５：４０～１６：２０ 

【対象者】 16 歳から 69 歳まで 

※65 歳以上の方は 60～64 歳の間に献血経験のある方に限ります。 

 ※献血の条件が緩和され、高血圧・コレステロール・高尿酸血症・アレルギーなどの薬を 

服薬していても献血が可能になりました。 

～献血が必要な理由について～ 

 国内には、輸血を必要とする方は年間 100 万人以上いるといわれています。献血で集めら

れた血液の 80％以上は、がんや白血病、再生不良性貧血等の病気と闘う人のために使われま

す。献血により、このような病気やけがと闘う方々の命をつなぎ、笑顔を取り戻すために献血

が必要になります。 

■お問合せ 福祉保健課 健康推進係 ℡８２－４１７０ 

 ひまわり基金法律事務所無料法律相談（事前予約制）のお知らせ    

紋別市に開設されております「ひまわり基金法律事務所」では、興部町において毎月１回の
無料法律相談を実施しています。もし身近に法律に関する問題がありましたら、この機会に相
談してみてはいかがでしょうか。是非お気軽にお申し込みください。 

◎日  時  １２月５日（火曜日） １０：００～１２：００（一人３０分程度を予定） 

〇場  所  福祉保健総合センター「きらり」 

〇相談内容  法律相談全般  
（例 多重債務・離婚・交通事故・相隣関係・借地借家・相続・刑事事件・犯罪被害者他） 

〇事前予約  相談には『事前予約』が必要となります。（前日の１７：００までに連絡） 
予約状況によっては予約の受付ができない場合があります。 

〇相談担当  流氷の町ひまわり基金法律事務所  弁護士 大根田 紫織 

■電話予約 紋別ひまわり基金法律事務所 ℡０１５８－２６－２２７７ 

 高齢者生活支援ハウス入居者の募集終了のお知らせ   

１０月１日号、１１月１日号「町からのお知らせ」において、高齢者生活支援ハウス入居者

募集をしておりましたが、１０月１日号の申込期限（１０月３１日）で、入居者が決まりまし

たので、今後の入居者の募集については終了させていただきます。何卒ご理解を賜りますよう

お願い申し上げます。 

■お問合せ・申込 福祉保健総合センター「きらり」内  

興部町社会福祉協議会（担当：小澤） ℡８２－３３００ 

 


